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厚生労働省のあり方について (案)

平成 28年 5月 11日
財政再建に関する特命委員会

2020年以降の経済財政構想小委員会

当小委員会では、 2020年 以降の 「第 2創業期」における社会保障のあり方

を検討するにあた り、まず 「人生 100年 時代」において国民の安心の基盤 とな

る重要政策を担 うことになる厚生労働省のあ り方について検討 した。以下、当小

委員会における議論の経過を整理す る。

1.なぜ今、改革が必要なのか
「人生 100年 時代」において、国民が未来に安心 して進んでいけるためには、

少子化対策、学び直 しによる就労支援、真に困つた人を助ける社会保障の再構築

が必要である。

現在、厚生労働省が社会保障、
`感

染症対策、雇用対策、職業訓練、援護政策な

ど広範な重要業務を担当している。 しかし、このような多岐にわたる業務を「一

人の大臣」 。「一つの役所」だけで担当することは困難にな りつつある現状が、

議論の過程においても明らかになってきた。

例えば、厚生労働大臣は、平成 27年通常国会において、 300時 間以上の委

員会審議に参カロし、 3000回 もの国会答弁を行つた。これは、他の大臣と比較

すると突出して重い負担である。また、厚生労働省は、業務量に比 して本省定員

数が少なく、職員の残業時間は霞 ヶ関でワース トである。国会でも、両院の厚生

労働委員会が審議すべき法案が非常に多 く、重要法案の成立が遅れる原因となっ

ている。※別紙 1参照

2020年 以降の我が国社会の構造変化を見据えると、我々に残 された時間は

多くない。当小委員会が今後、社会保障改革の具体的な方針を検討するにあたつ

て、着実な政策遂行が為 されるための枠組みを確保する観′点から、厚生労働行政
の担い手たる厚生労働省のあり方を検討 してお く必要がある。

2.議論の経過

当小委員会では、主に以下のような議論を進めてきた。

(1)厚生労働省は、社会保障、感染症対策、雇用対策、職業引1練、援護政策な

ど、国民生活 と密接に関係す る重要な政策を数多く所掌 している。予算規模

も約 32兆円と国債費を除 く一般会計支出の約 4割を占める。

(2)厚生労働省は平成 12年の橋本行革により設立された。当時は、 「国民生

活の保障・向上」と「少子高齢化社会における国民生活・福祉の向上」とい

う機能を担わせ るため、厚生省 と労働省を合わせて厚生労働省 とした。

(3)橋本行革が行われた 20年前には、ここまで人口減少や少子高齢化が急激

に進むことは想定されていなかった。 この 20年間で社会保障給付は大幅に

拡大 し、働き方 も大いに多様化 した。女性の就労が拡大 し、子 ども 。子育て

に対する支援ニーズも大幅に拡大した。



(4)100歳 まで生きることが当たり前となる「人生 100年時代」には、さ
らに社会保障、雇用政策、職業訂1練、少子化対策等の重要性が拡大する。今
後は、単に社会政策の観点だけでなく、経済政策や科学技術政策、教育政策
との連携も重要になる。例えば、医療 。介護・保育人材の確保は、雇用政策
だけでなく成長戦略の観点からも検討する必要がある。

(5)これまでの行政改革は「政府を小さくする」ことを目標に、部局数や職員
数等について厳 しい組織 。定員管理を行つてきた。しかし、省庁・部局ごと
の管理にとどまっており、分野横断的な機構 。人員配置の見直しが難しいた
め、厚生労働行政に必要な人員が確保出来ていない。政府全体で、必要な機
構や人員の配置を強化できる仕組みが必要である。

(6)厚生労働省が所管する医療や介護などの業務は、地方自治体が担つている
ケースが多い。毎年度の制度変更は都道府県や市町村の職員にも大きな負荷
となつている。自治体への権限 。財源移譲もセットで検討する必要がある。

(7)麻生政権時には、同様の問題意識から、「厚生労働行政の在り方に関する
懇談会」が開催され、最終報告 (平成 21年 3月 )においては、国会対応、組
織 。人員のあり方等について提言がなされているが、提言に沿つた改革が実
施されているとは言い難い。

(8)諸外国の厚生労働行政を所掌する省庁の機能分担を見ると、①『社会保障』
『労働政策』②『社会保障』『年金・労働政策』③『社会保障』『年金』『労
働政策』の3分類に分かれている。※別紙 2参照

3.ま とめ

これまでの議論を踏まえ、当小委員会としては、厚生労働省のあり方の抜本的
な見直しについて党内で議論を行つた上、ただちに改革を実行すべきと考える。
その際、国会における審議のあり方についても検討が必要である。

例 1:厚生労働省の分割 。新省設置
下記のように関連する機能で分割、および新たな省の設置を検討する。
①社会保障 (年金・医療・介護) 子ども子育て (少子化対策 。子育て支援)

国民生活 (雇用 。再チャレンジ。女性支援)

②社会保障 (医療・介護) 子ども子育て (少子化対策 。子育て支援)

国民生活 (年金・雇用 。再チャレンジ・女性支援)

③社会保障 (年金・医療・介護)

国民生活 (少子化対策 。子育て支援・雇用 。再チャレンジ。女性支援)

例 2:二大臣制の検討

なお、本提言における厚生労働省改革の検討とあわせて、「経済・財政再生計
画改革工程表」に従つて社会保障改革を着実に実施すべきである。

(以 上 )



厚生労働省
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4月 20日の「2020年以降の経済財政構想
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主要各国における厚生労働行政を所掌する省庁

社会保障

(年金、医療、介護 0福祉)

労働政策

日本 ● 旧厚生省 旧労働省

フランス   |
■
■ 厚生省 労働・雇用・職業教育・労使対話省

スウェーデン
==

社会省 雇用省

韓国     《●》 保健福祉部 雇用労働部

※ フランス :児童 。女性の権利保護は「家族・児童・女性権利省」

スウェーデン :保育は「教育研究省」

韓国 :雇用均等は「女性家族部」、食品 。医薬品安全は「食品医薬品安全処」



※ イギリス :公的扶助は「雇用年金省」

ドイツ :公的扶助は「労働 。社会省」

青少年省」

職業家庭両立支援、職業訓練は

職業訓練は「教育・研究省」、

社会保障

(医療、介護・福祉)

年金・労働政策

「ビジネス・イノベーション・技能省」

児童家庭施策は「家族 0高齢者・女性・

イギリス  )岩甕 保健省 雇用年金省

ドイツ 保健省 労働 0社会省

社会保障

(医療、介護・福祉)

年金 労働政策

アメリカ 保健福祉省 社会保障庁 労働省
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(参考)一覧表

アメリカ

時

保健福祉省

労働省

社会保障庁

医療、介護・福祉

労働政策

年金

イギリス

※
保健省

雇用年金省

ビジネス・イノベーション・技能省

医療、介護・福祉

年金、労働政策、公的扶助

職業家庭両立支援、職業訓練

ス
ー

万
１

厚生省

労働・雇用・職業教育 。労使対話省

家族・児童・女性権利省

年金、医療、介護・福祉

労働政策

児童保護、女性の権利保護

保健省

労働 。社会省

教育 。研究省

家族 。高齢者 。女性 。青少年省

医療、介護・福祉

年金、労働政策、公的扶助

職業訓練

児童家庭施策

スウェーデン

■
社会省

雇用省

教育研究省

年金、医療、介護 0福祉

労働政策

保育

韓 国

◎

保健福祉部

雇用労働部

女性家族部

食品医薬品安全処

年金、医療、介護・福祉

労働政策

雇用均等

食品 。医薬品安全



人事院作成資料より抜粋 (一部カロエ)

(1)外国公務員制度の概要
I 概 観 及 び 国 家 公 務 員 の 数 ・ 種 類

ア メ リ カ イ ギ リ ス ツイド フ ラ ン ス C●脅)日 本

織
　
観

国家
体制等

連邦制、大統領制
二大政党下での政権交代

連合王国、議院内閣制
二大政党下での政権交代

連邦制、議院内閣制 (大統領は象徴的 )

二大政党基軸での政権交代
共和制、行政権は大統領・首相に属する
多党制下での政権交代

議院内閣制

現行
公務員
制度の
淵源

建国当初から政治任用が広く行われて
きたが、1883年、公務員法 (ヘ ント・ルトン
法)制定により成績主義・政治的中立
性に基づく戦業公務員制が確立

ノ‐スコートトレウエリアン報告 (1853年 )に よ
り、成績主義に基づく資格任用制が確
立

絶対君主制の下で発達した官僚制が、
民主的議会制下でも継承され、民主的
統制に服 している

よ
官
す

に
に
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命
紀
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に
雌
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ｍ
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官
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員

本
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公
務

日
皇
者
な
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国
家

公
務
員

の
数
と
種
類

約
Ｆ
隣

‐
‐
」

―
―
嚇

約33万人 (2014年 6月 現在)

約 18万人官吏(Bcamtc)
公法上の勤務・忠減関係
統治権関与・公権力の行使等

公務被用者(Ta■ fbeschatigte)約 15万人
私法上の雇用契約関係

約237万人

官吏(Tttl a res)

(20,2年 12月 現在 )

約 154万 人

恒久的官職に任命行為により任用

非官吏(Non ttub″ cs)等   約35万人
見習職員、補助職員、臨時職員等

軍人

その他

約30万人

(軍需関係者等)  約18万 人

赫
員
紳
帳
鰤
脚
」
鰤

員

鋤　私　私私頗私　鷹
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人
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■
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特
　
雌

噸瑯　隣‐障］　椰

（参
考
）
国
以
外
を
含
め
た
公
務
員
数

（
非
軍
人
）

降計 ‐約:9∞万N

【内訳】
連  邦 :約 276万人
州   :約 431万 人
群・市等 :約 l i93万人

(総人口 約3億 1千 6百万人)

降:十 約537万N

【内訳】醜
ぱ彎署玲1有例

地方公務員 :約 228万 人
公営企業体職員 :約 18万人

※ fその他Jに 1ま 、軍人、国の予算て運営

される学校の教職員、外郭公共団体等の職

員を含む.

(総人口 約 6千 4百万人 )

【内晉黒
0鳥紺¬分15万人〕

州ぼ議機蒲亀鐸鴨8万人〕
●OT鮮 館 吏 :約 Ю

鷲 124ED

社会保険機関〔原薇積津追F偏 34万〕

(総人口 約 8千万人)

降言十約537万月

【内訳】
国家公務員 :約 237万人
地方公務員 :約 186万 人
国公立医療機関職員 :約 ‖4万 人

※ 国家公務員については、軍人、軍需
関係者等約48万人を含む

(総人口 約6千 5百万人)

1総計 約3384万川

【内訳】

〔鰍 ポ1鷲ょ:期
地方公務員 [約 2744万 人

※ r特男1職国家公務員」には 肪
衛省餞員約268万人を含む

(総人口 約 1億 2千 7百万人 )

人事院作成
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【参 考】府 省 男1国 家 公 務 員 数

ア メ リ カ イ ギ リ ス ド  イ  ツ フ ラ ン ス

国務省
財務省
国防総省
司法省
内務省

農務省

住宅都市開発省

運輸省
エネルギー省

教育省

退役軍人省

国土安全保障省

独立機関及び公社

8 233ンに

57 036′ヽ

15317ンヽ

4 145A
323 208ノ｀

192 073ン｀

766 698ノに

環境保護庁     17210人
連邦調達庁     ‖ 924人

航空宇宙局     18137人
原子力規制委員会   3869人
人事管理庁     5558人
中小企業庁     4037人

(2013年 6月 現在)

人事行政機関
人事管理庁、メリットシステム保護委員会、

連邦労使関係院、政府倫理庁、特別検察官

局

(注 )

41 663ノ k
l12 461ノ k
735 096ノ、

|16 138ノ、

74521人
97 558フ k

労働省        17361人

2 060ノヽ

840A
!120人

420メ、

67 920/ヽ

2 430フヽ

27 980ノk

570人

3 280メ、

1 580A
7 960ノゝ

1 970りヽ

8 250ノ、

70 270人

エネル
環境・

気候

食 糧 農村省

国際開発省

法務長官省

司法省

人事行政機関

内閣府、人事委員会

北アイルラン ド省
スコットラン ド政府
ウェールズ政府

情報保安局

慈善委員会

教育基準局
Iヽ 1ヽ N(ウ ェルス教育基準省)

輸出信用保証局

食品基準庁

資格試験規制庁

統計庁

110人

16 860メ、

5 670A
5 740ノヽ

300人

1 320メ、

‖0人

250ノに

1 240ノ、

180ノ、

3 650ノ、

r20:5年 4月 現在 )

(,主 )

内閣府
L内閣府のその他の機関

財務省
L財務省のその他の機関

歳入関税庁

地域社会・地方政府省

内務省

文化・メティア・スホーツ省

教育省 5 265

23 105り k
670

家庭 高齢者 帰人 青少年省
1 695人

経済協力・開発省   765人

(2014年6月 現在 )

人事行政機関

連邦内務省、連邦人事委員会

消費者保護省

エネルギー省

3675人
11625人
56 860A
4 865ンヽ

45095メ、

9 790ノk

(,主 )

首相府
外務省

内務省

法務・

財務省

経済・
内務 海外県 海外領土 移民省

280 628ノヽ

法務・ 自由省    77498人
農業・食糧・漁業 地方 国土開

発省       32564人
経済・財務省   156009人

L行政公務員総局

首相府
外務省

国防・元軍人省

文化・通信省

教育省

8 988ンに

3 687ノ｀

69 997A
272 396A
ll 149A

988 134ノヽ

国務院

会計検査院

総012年 12月 現在 )

人事行政機関

行政公務員総局 (所属省は変動 )

国立行政学院 (ENA)は 首相の直属機関

(注 )

エコロジー

Ｅ
υ

匝蓋]厚生労働省 約 31′700人 (本省 3′623人)※平成28年度未定員数 人事院作成



別紙 1 厚生労働省の業務量・定員数

*厚生労働省調べ
> |コ会答弁 回数  (平成27年通常国会)

>所管委員会審議時間 坪成27年通常国会)

96時間  163時間  107時間 89時間 :306時間 1150時間  163時間  108時間 丁 148時間

>提 出予定法案の件数 饉常国会)

大臣   795  1′ 000  1′ 749  1′ 397:~
日J,大臣     131      92     204     123 : ~~398 日 ~~ 182     257      9五

1「

~  185
日

政務官  フ4  24  133  57: 252「 ~143  194~~85T~可
面

計  1′ Ooo l′ 116 2′086 1′577i3′ 584「 1′362~面 薫
~蔦

不 可 面

平成28年    6    5    1    21 ~  7:   2   百    `
平成27年     7    1o    2    6:  ~           7    7
平成26年    12     8     1     6:   11:    5     6    11



>質 問主意書の件数 評成27年通常国会)

*行政機構図 (平成27年7月 1日現在 出典:人事院)を基に比較

2′452人
ヽ
―

―

ノ

３
′

厚生労働省本省 農林水産省本省

4′568人

国土交通省本省
経済産業省本省



別紙2主要各国における厚生労働行政を所掌する省庁

社会保障

(年金、医療、介護・福祉)
労働政策

日本     ● 旧厚生省 旧労働省

フランス   || 厚生省 労働・雇用・職業教育・労使対話省

スウエーデン ■ ‐
■ ‐

社会省 雇用省

韓国     紹球 保健福祉部 雇用労働部

※ フランス :児童・女性の権利保護は「家族・児童 。女性権利省」

スウエーデン :保育は「教育研究省」

韓国 :雇用均等は「女性家族部」、食品 。医薬品安全は「食品医薬品安全処」



社会保障

(医療、介護・福祉)
年金 0労働政策

イギリス
→暴1 1保 健省            .雇 用年金省          ,

|ドイツ 1保健省

※ イギリス :公的扶助は「雇用年金省」

ドイツ :公的扶助は「労働・社会省」

青少年省」

1労働・社会省          |

職業家庭両立支援、職業訓練は「ビジネス・イノベーシ∃ン・技能省」

職業訓練は「教育・研究省」、児童家庭施策は「家族・高齢者 。女性・

社会保障

(医療、介護 0福祉)

年金 労働政策

1労働省1社会保障庁
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未来の働き方・キャリアを考えるうえで以下の2つの前提が重要になる。

(1)企業の寿命は短くなる(既に短くなつてきている)。

一テクノロジーの進化の影響、M&Aなど企業の合併口統廃合の影響
一日本には厳密な調査はないがアメリカと同様の傾向と考えられる

調査① :S&P500企業において1960年代には最大61年だつた大企業の寿命が

現在では20年以下になつている。

(米ロイエール大学Rたhard Foster氏と調査会社lnnOsightに よる)

調査② :株式公開企業において、1970年に55年だつた企業寿命が現在では
25年程になつている。
(米・ボストンコンサルティンググループの2015年調査)

(2)個人の職業寿命はおよそ50年へ (20才⇒70才 )

一平均寿命は世界一、医療の発達による難病克服や健康維持技術の進化

調査① :健康な期間を示す健康寿命(WHOが2000年に提唱)は、

男性70。42才、女性73.62才である。政府は2020年までに1才以上延ばす

目標を掲げている。(厚生労働省「健康日本21」など)

調査② :65才以上の就業率は男性30.3%、 女性15.0%(2015年 )で、長期的に上昇し続けている。

(総務省「労働力調査」)



結論の前に。いくつか確認。

◎新卒―括採用は、若年期の失業率を低く抑えるとともに、企業内人材育成を促進する効
果がある。より優れたシステムに移行するのであれば良いが、単に壊すだけならば悪影
響をもたらす。
また新卒一括採用は日本的雇用慣行と相性良く一体化しており、新卒採用/職能資格制
度/年功制/定年退職などを包括的に変革する必要がある。

◎正社員と非正規社員という二元論で雇用問題を語り、正社員化をひたすら目指すのは無
理がある。非正規社員の多くは常用雇用で一定の安定性はあり、労働者口企業双方に需
要もある。
むしろ目指すべきは非正規社員の処遇改善であり、その意味からも同一労働同一賃金の

実現は重要。どのような働き方を選んだとしてもフラットに社会保障の恩恵を得られるよう
にしてゆく必要がある。

◎日本はこれからの人口減少を背景に、長期的な労働力不足に陥る。
そのため一般的な雇用創出にはあまり大きな価値はなく(就業弱者のための雇用創出は
男1)、 労働者の交渉力は高まりやすい。このような環境背景を活用して改革を進めてゆく
ことが有効である。



未来の働き方 (私案)

出現率

25%

ロフリーランサー税制

・小さな開業支援

仕事の

高

自己完結度

◎ 2030年頃 までに以 下 の ような4つのWORK MODELが 実 現 しているとき、

す べ ての 人 が活 き活 きと働 くことが できるのではないか 。

O就業率の向上

↑
o地方創生         "

出現率

59/●

・働き方と報酬の関係を
より自由に

・企業の人材価値 (人材資本)を

株式市場で公開

・雇用契約ルールの改革

(無期雇用、契約社員ルール )

・国家資格の整備

高働
き
方
の
自
由
度

ロスペシヤリスト時給2,500円

の世界観を構築

口職業教育・訓練改革

出現率

5096     低

o所得の向上

↓
O出生率の改善

労働市場のあり方/上記モデルの前提
①正規/非正規雇用の区分がなくなり、有期/無期、フルタイム/パートタイム、雇用/フリーで表現されるようになる。

②ジョブ型雇用が増え、同一労働同一賃金が定着する。
③女性のM字曲線は消え、70才までは希望すれば就業可能になる。

④地域限定社員が一般の正社員となる。(転勤制度が消える)

率現

％

出

２０



(1)フリーランサーという新しい自営型の就業形態を確立する

一労働力不足/グローバル化/1C丁技術の進化を背景に、個人事業主で店舗を持たない労働者 (=フ
リーランサー)人 口が増加する可能性が高い。

一シエアリングエコノミー、オンデマンドエコノミーが世界的に広がっていることは周知の通り。

一アメリカのフリーランサー人口は約5′ 300万人と推計されている(出所 :Edelman Be‖ and″ Freelancing in

Ame百ca:A NatbnalSurvey ofthe New Workforce″ )。 一方、日本は約270万人(総務省「就業構造基

本調査」2013年を再分析)。 人口の差を考えても、日本はアメリカの10分の1のシェアである。

一日本は就業率向上をひたすら雇用に求めてきたが、雇用だけではミスマッチを解消しきれない。
また企業依存が強くなりすぎる。

一フリーランサーには、ポジティブな側面として以下のような点がある。

①多様な人々(主婦、高齢者、過疎地に居住する人々等)に就業機会を提供できる
②雇用される志向がない人に新たな働き方の選択肢を提供する
③所得が不足している人に副業としての所得確保の機会を提供する
④企業に柔軟で即戦力となる戦力を確保できる機会を提供する

一方ネガティブな側面として以下のような点があり、コントロールが必要である。

①取引先企業に対して交渉力を持たないため、低収入労働者を増加させてしまう可能性がある
②オンデマンド労働という不安定な労働市場が広がる引き金となる可能性がある
③雇用者とフリーランサーの区分があいまいなままだと、社会保障や税金から逃れるために企業が本来雇用す
べき人材を業務委託契約に変えてしまう



―フリーランサーは開業や転就職という次のキャリアに向かうトランジションロポイント(キャリアの転換
点)になりうるのではないか。

一フリーランサーを増やすことや、フリーランサーの組織化を推進することで新規開業 (法人)を増やす
ことができるのではないか。(日 本の開業率は4.6%と諸外国に比べて極めて低い。)

一若年のキャリア選択が就職にのみ片寄つていることは課題。起業と就職という常に2つの選択肢を

置くことに変えていけないか。(それを前提としたキャリア教育を展開するべきではないか。)

―フリーランサーを選択した場合に税制上不利にならないようにする必要がある。アメリカの1099を参
考にフリーランサーの税制を整備する必要がある。

一雇用者と業務委託の違いをより明確にして打ち出す必要があるのではないか。(アメリカは何度か

改訂してきた)



(2)スペシャリストがいきいきと活躍できる社会をつくる

―AI(人工知能)の影響などにより、Alによつて代替される職務と、人間が担当する職務に分かれる。
これを機に職務の細分化口再編が進む。

一またテクノロジーの進化によつて新たな専門職 (スペシャリスト)が誕生してくる可能性もあり、
これらのスペシャリストがいきいきと活躍できる社会構造をつくることで多くの人々が自信とプライドを
持つて生計を立てていくことができる。

一自らの得意な領域に専門特化して仕事にしていく習慣は、江戸時代から日本にあつたものであり、
日本人のDNAに合つているといえる。たとえば江戸後期には、488種の細分化された職業があつたと

言われる(渡辺信一郎「江戸の生業事典」東京堂出版 )。 自国の料理 (日 本でいえば和食)が、寿司ロ

天ハ:ら 口焼き鳥口すき焼き・おでん。̈というように細分化して成立しているのも日本ならではの特徴であ
る。

―スペシヤリストが活躍できるようにするためには、メンバーシップ型の他にジョブ型の労働市場をつくる
ことが鍵となる。

一これまで、ひとつの分野を極めてプロになるためには10年の年月がかかると言われてきた(熟達の1万

時間法則など)が、Alを最大限活用すれば3～ 5年でスペシャリストとして一人前になれるのではない
か。



一分野ごとにスペシャリストが正当に評価されるためには、ギルドのような職能別の団体が機能する
必要がある。

一教育機関の整備も必要だ。現在の専門学校、大学や職業訓練機関にスペシャリスト養成のための
コースを用意し、ICTやVRなどの技術を駆使して、いつでもどこでも誰でもが学べる状態をつくるこ
とだ。

一専門領域が細分化すれば顧客は少なくなるが、経済のグローバル化が追い風となる。

一専門力を磨くことは、学習能力の向上につながり、環境変化に対してむしろ適応力が高まる。

一対人サービス領域のケアワーク・スペシャリスト(保育士、介護士、教師等)は、世界的にみて仕事
の責任やハードさに対して、報酬が低く、不人気職業である。パフォーマンスが上がるにつれて、報
酬も向上するメカニズムが必要で、①専門能力の段階的評価システムの整備、②力量の高さを価
格に転化するビジネスモデルの開発、③テクノロジーを活用した負荷の軽減、に取り組んでゆく必
要がある。



(3)変化適応を重視した新しいキャリアプランニングを進める

一進路選択のタイミングを早めることが大きな課題。日本は大学後期 (就活時)に進路決定する人の割
合が66.3%に及び、高校までに選択する人は3.8%と諸外国に比べ極端に低い。(リ クルートワークス
研究所「Global Career Survey」 )

一高校までに社会に出て働くための準備を終える教育を。具体的には汎用的スキルの習慣 (人間関係、
自己管理、問題発見、リーダーシップ等)や、コンピュータ、英語力などのリテラシー、自信などの心理
的要素、学習するスキルなどを身につけられるように。

一就職と起業を両輪として考える。

一すべての人が複数回、かつ1週間以上のインターンシップを経験できるようにする(青田買いの思考
停止から抜け出す)。

一「強み」と「好き」をみつける教育へ。

一キヤリアコンサルタントのレベルアップを図り、すべての学生・社会人がサービスを受けられるような
体制をつくる。



実は、すでに方向性は示していた。

小泉内閣「日本21世紀ビジョン」(2030年の展望)

●多様性を尊重し、再挑戦が可能な社会から、数多くの「フロントランナー」を輩出。

・多様な人材や企業が集まる中から新たな価値が生まれ、小さいオンリーワン企業を含めフロ
ントランナーを数多く輩出する。リスクをとる個人の挑戦が奨励されるよう、失敗しても「再挑

戦可能な社会」を構築する。
・年齢、性別、時間、場所にとらわれずに働ける「多様多才社会」を実現する。「生涯二転職四

学習」以上が可能となる環境を整備する。社会インフラとしての法律リテラシー、経済・金融リ
テラシーの向上を図る。

●意欲が充足される社会を実現し「人間力」を高める。

・一人ひとりが社会参画の強い意欲を持ち、それをやり遂げる能力を身につける機会が得られ
るような「意欲が充足される社会」を実現。専門的技能の習得と知識教育の両輪によつて多
彩なプロフェッショナルを育成するとともに、資格制度の拡大によリプロが評価される社会を
作る。

・健康寿命80歳時代の労働環境を作るため、雇用契約の多様化、自営業者の協働組合型
ワークモデルの確立、年金等の就労インセンティブに与える影響の中立化を進める。社会階
層の二層化を防ぐため、能力開発によって再挑戦できる社会を構築する。



結論として。

◎新卒で入社し、長期継続雇用を経て、定年退職で終わる従来のモデルを壊すのではなく、
「もうひとつのモデル」をつくり、併存させていくべきではないか。

◎フリーランサーの働き方も、スペシャリストの働き方や成長も、変化適応型キャリアプランニ

ングも、テクノロジー (AI、 lo丁、Big Data etc)に よって促進できることが多々ある。ビジョン

をもつてテクノロジーを活かすことが重要ではないか。



テクノロジー が woRK MODEL改革 を促 進 する

lCTの思恵
いつでも、どこでも仕事ができるようになる

シエアリングエコノミーにより働き方が多様化する

:oTの思恵
モノも人もすべてが

つながり情報化される
新たな職務が生まれる

[_ |

単純業務をAlが代替することで生産性が向上する
学習訓練が効率化されスピードが上がる

Btt Dataの 恩恵
B:g Dataの分析により
科学的経営が進む

イノベーションが促進される

A!の恩恵

AIは仕事を奪うので

はなく、仕事の性格
を変える



(参考 )「はたらく育児」の抱える課題と解決テーマ

2015年 7月 にリクルートグループが他社を巻き込んでスタートしたプロジェクト(icJon!プ ロジェクト)

「子育てしながら働きやすい世の中を、共に創る。」をテーマに「はたらく育児」に関する3つの社会課題解決を目指している。

1     本人     |  | 企業       |●                   」

キヤリアプラン
ニングの支援

をする

生涯にわたる
「お金」に関する
知識を提供する

育体を取得でき
る職場を見つけ
られるようにす

る

上司のマネジメ

ントカを高める

多様な働き方を

実現する

(時間/場所の

柔軟性 )

保育環境を

整える

子育て中のプラ
ンクを埋めるス
キル/自 信を身
に着けさせる

周囲の家族

(夫/家族 )

の価値観を変え

る

夫が家事/育児
へ参加するよう

にする

学校慣行を

変える

(PttA/行事等 )

女性の家事や

育児の負担を

減らす

家計不安を
なくす

(所得向上)

希望条件に合う
仕事をつくり、
見つかるように

する


